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午前９時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部

１．2025年問題に向けた福祉・医療人材の養

成・確保の取組について

２．平成29年度に策定・見直し予定の計画素

案について

○協議事項

１．提言について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 満 行 潤 一

副 委 員 長 外 山 衛

委 員 坂 口 博 美

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 右 松 隆 央

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 岩 切 達 哉

委 員 河 野 哲 也

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 有 岡 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 畑 山 栄 介

福祉保健部次長
椎 重 明

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長 日 高 良 雄
（保健・医療担当）

福 祉 保 健 課 長 小 田 光 男

医 療 薬 務 課 長 田 中 浩 輔

薬 務 対 策 室 長 山 下 明 洋

国民健康保険課長 成 合 孝 俊

長 寿 介 護 課 長 木 原 章 浩

医療・介護連携
内 野 浩一朗

推 進 室 長

障がい福祉課長 日 髙 孝 治

健 康 増 進 課 長 矢 野 好 輝

感染症対策室長 永 野 秀 子

事務局職員出席者

政策調査課主幹 黒 木 誠

政策調査課主任主事 押 川 幸 司

○満行委員長 それでは、ただいまから2025年

問題対策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）をごらんください。

本日は、福祉保健部にお越しいただき、2025

年問題に向けた福祉・医療人材の養成・確保の

取り組みについて、平成29年度に策定・見直し

予定の計画素案について、概要説明をいただき、

質疑・意見交換を行っていきたいと思います。

その後、委員会としての提言について、次に、

次回委員会について御協議をいただきたいと存

じますが、このように取り進めてよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、執行部入室のため暫時休憩いたし
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ます。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

本日は、福祉保健部においでいただきました。

なお、執行部の皆様の紹介につきましては、

お手元に配付の出席者配席表にかえさせていた

だきたいと思います。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○畑山福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。日ごろより皆様におか

れましては、本県の福祉保健行政にかかわりま

して御指導、御鞭撻を賜りましてまことにあり

がとうございます。

早速ではございますが、本日の調査項目につ

きまして御説明申し上げます。

2025年問題対策特別委員会資料の表紙をおめ

くりいただき、目次をごらんください。

本日は、２つの白丸にありますとおり、2025

年問題に向けた福祉・医療人材の養成・確保の

取り組みについて、また平成29年度に策定・見

直し予定の計画素案についてということで、福

祉・医療人材関係は介護人材、看護人材につき

まして、それから計画関係では、2025年問題高

齢者対策に係る項目を中心としたものというこ

とで、それに関連する計画ということで、医療

計画それから医療費適正化計画、高齢者保健福

祉計画、健康みやざき行動計画21の見直し計画

を、それぞれ担当課長から御説明をさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○木原長寿介護課長 それでは、特別委員会資

料の１ページをお開きください。

Ⅰ介護人材について、長寿介護課から御説明

をさせていただきます。

初めに、１、現状の（１）介護職員数の推移

につきましては、上段に本県を下段に全国をそ

れぞれ表示しており、本県の介護職員数は、平

成27年度では１万9,913人、23年度と比べて

約2,800人増加いたしております。

２ページをお開きください。

（２）介護サービス事業所実態調査について

であります。

最初に①事業所における介護労働実態調査結

果につきましては、調査対象を県内全ての介護

保険サービス事業所とし、うち有効回答は1,119

事業所、調査対象期日等は記載のとおりであり

ます。

なお、過不足という文言が出てまいりますが、

これは介護保険事業の運営上求められている人

員基準を満たした上で、さらに利用者へのサー

ビス向上や職員の負担軽減などを考慮して事業

所が必要と考える人員に対する過不足をあらわ

しております。

アの従業員の過不足の状況であります。表の

左側の列の一番上、全体でみた場合では、「充足

している」が49.9％、「不足している」が50.1％、

不足する人数の平均は2.9人となっております。

また、左側の列の上から４番目の介護職員では、

「充足している」が55.7％、「不足している」

が44.3％、不足する人数の平均は２人となって

おります。

イの不足している理由につきましては、「採用

が困難である」、「離職率が高い」などとなって

おり、ウの採用が困難である原因では、「他社と

の人材獲得の競合が激しい」、「賃金が低い」な

どとなっております。３ページをごらんくださ

い。エの離職率が高い原因につきましては、身

体的、精神的にきついなどとなっております。
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次に、②介護労働者の就業実態と就業意識調

査結果につきましては、調査対象を県内の介護

保険サービス事業所の介護にかかわる労働者と

し、有効回答は1,391人、調査対象期日等は①と

同じであります。

アの労働条件等の悩みにつきましては、表の

左側の列の一番上の全体では、「人手が足りな

い」、「仕事内容のわりに賃金が低い」などとなっ

ており、イの直前の介護の仕事をやめた理由に

つきましては、「職場の人間関係に問題があった

ため」などとなっております。

４ページをお開きください。

（３）介護福祉士養成機関の設置状況であり

ます。

表をごらんください。本県の養成機関は、上

から順に、県立高校が４校、私立高校が２校、

介護福祉士養成施設が７校であります。各表の

右から２列目、１学年定員に対する29年度の充

足率は、養成機関によって15％から93％とばら

つきがあります。また、各表の一番右、28年度

に卒業し就職した卒業生の中で県内に就職した

割合は71％から87％と高い状況にあります。

５ページをごらんください。

（４）介護関連職種の有効求人倍率等につい

てであります。

最初に、上段の有効求人倍率をごらんくださ

い。本県は黒い実線であらわしており、一番右

側の平成29年３月時点では2.09倍となっており

ます。全国に比べて約1.1ポイント低いものの、

全国と同様に上昇傾向にあります。次に、下段

の離職率をごらんください。本県は黒い実線で

あらわしており、参考値扱いとしておりますが、

全国が16％台で推移しているのに対して、本県

は15.6％から21.4％の間で上下しており、全国

よりやや高めで推移いたしております。

６ページをお開きください。

２、課題と取り組み内容についてであります。

１の現状を踏まえて、介護職への参入促進や給

与等労働環境の整備など課題に対する取り組み

を挙げております。その中で、今年度から始め

ました２つの事業を説明させていただきます。

まず、（１）介護職への参入促進として、①の

ア、介護の魅力を伝えるテレビ番組やＤＶＤ等

を作成、発信します「みやざき・ひなたの介護」

情報発信事業を行っております。

８ページをお開きください。

（３）労働環境・処遇の改善として、④のア、

介護職員の賃金や職場環境などの改善を図るこ

とで介護人材の確保・定着促進を目指します介

護職員処遇改善特別支援事業に取り組んでいる

ところであります。

長寿介護課からは以上であります。

○田中医療薬務課長 医療薬務課でございます。

引き続き、委員会資料の９ページをごらんく

ださい。

看護人材についてであります。

１、現状の（１）看護職員の就業者数の推移

は、上段に本県、下段に全国の状況をグラフで

記しております。上からグラフは総数それから

看護師、准看護師、保健師、助産師、それぞれ

ごとに作成いたしておりますが、平成20年から28

年の状況といたしましては、本県、全国ともに

准看護師を除き増加傾向にあります。

めくって、10ページをごらんください。

（２）看護職員養成機関の設置状況の①県内

の看護職員養成機関数と定員数です。上の表は、

看護師等養成所の状況です。表の一番左の欄に

ありますように、大きく看護師養成と准看護師

養成に区分し、看護師養成をさらに４つの課程

ごとにまとめています。それぞれの学校数と１
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学年定員の29年度の状況は、右から２列目、３

列目にありますように、４年制大学、２校、160

人、３年課程、７校、340人、２年課程、３校、140

人、５年一貫課程、５校、280人、計17校、920

人、それから准看護師養成は、６校、302人、看

護師、准看護師合計で23校、1,222人となってお

ります。

なお、下の表は、助産師と保健師の状況をま

とめておりまして、29年度で、助産師が３校の30

人、保健師が２校、70人となっております。

次に、②県内就職率です。県内看護師等養成

所卒業者の県内就職率は、28年３月末時点で55.5

％であり、職種ごとでは、准看護師が90％と最

も高く、看護師等については上から２年課程

が85.2％、３年課程48.6％、４年制大学44.2％、

最後に５年一貫14.8％となっており、課程ごと

に差が見られます。

11ページをごらんください。

（３）看護関係職種の求人数及び離職の状況、

①有効求人倍率です。このグラフは、各年３月

の職業別職業紹介状況による看護職員の有効求

人倍率について、上の線が全国、下の線が本県

の数値を記載しております。29年３月現在で、

本県は1.76倍であり、全国よりも低いものの、

引き続き高い倍率で推移をしております。次に、

下の②離職率は、これは日本看護協会の病院看

護実態調査結果によります。27年度の県内の常

勤看護職員の離職率は8.4％、新卒看護職員は8.0

％となっており、全国と比較しますと本県の常

勤看護職員の離職率は低く、新卒看護職員の離

職率は年により変動が見られるという状況にご

ざいます。

めくって、12ページをごらんください。

２、課題と取り組み内容の（１）看護人材不

足に対する取り組み、離職防止のための処遇、

就労環境の改善についてです。

まず、①宮崎県ナースセンター事業は、看護

師等の人材確保の促進に関する法律に基づきま

して、県看護協会の宮崎県ナースセンターを指

定をいたしまして、看護師等確保対策の総合的

事業を委託実施しているものでございます。

１つ目のナースバング事業として、無料職業

紹介、看護進路相談会及び出前講和等の実施、

２つ目の丸、高校生対象のふれあい看護体験の

開催、３つ目の丸、ワークライフバランス推進

といたしまして、勤務環境等の施設調査や職員

調査、ワークショップの実施等を行い、４つ目

の復職支援といたしましては、講義研修や実習

講習、地区別の再開発講習会等に取り組んでお

ります。

次の一番下の②看護師等養成所運営支援では、

看護師等養成所の運営に必要な経費の補助を

行っているところであります。

13ページをごらんください。③看護職員資質

向上推進事業では、１つ目の実習指導者講習会

といたしまして、看護師等養成所の実習施設で

実習指導者となる看護職員への研修、２つ目の

新人看護職員卒後研修として、新人研修を行っ

ていない医療機関の新人看護職員の卒後研修等

を実施しております。

次に、④訪問看護推進事業では、１つ目の新

卒訪問看護師養成支援として、新卒で訪問看護

に就業する看護師の育成支援、２つ目の訪問看

護師向け研修といたしまして、既に訪問看護師

として働いています看護師向けの研修等を実施

しております。

次に、⑤女性医師等離職防止・復職支援事業

の病院内保育所運営支援事業といたしまして、

病院や診療所に従事する職員のための保育施設

運営の経費の補助を行っております。
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最後に、（２）修学資金等による県外流出抑制

の取り組みです。

①の看護師等修学資金貸与といたしまして、

県内の看護師等の養成施設に在学する学生を対

象に、県内の看護職員確保が困難な医療施設等

に５年間就業すれば返還を免除する修学資金を

貸与いたしております。②の看護師等養成所運

営支援は、先ほど、左側12ページでも御説明い

たしましたが、県内就職率に応じた調整率を設

定いたしまして補助額を増額、減額することで、

看護師養成所に県内就職率向上の取り組みを促

しております。

看護人材については、以上でございます。

引き続きまして、医療計画の素案につきまし

て御説明をいたします。

資料めくって、14ページをお開きください。

第７次宮崎県医療計画の素案についてでござ

います。

１の計画策定の理由は、現行計画が今年度満

了いたしますので、計画の見直しを行い、平成30

年度からの第７次計画を策定するものでござい

ます。

２の計画の期間は、平成30年度から35年度ま

での６年間といたしております。

３の計画の骨子ですが、（１）基本理念といた

しまして、安全で質の高い医療を切れ目なく効

率的に提供する体制の確立を掲げ、（２）の基本

方針として、①地域を支える医療体制の構築、

②救急・災害医療体制の整備など６つを掲げ、

先ほどの基本理念の実現に向けた施策を実施し

ていくこととしております。（３）計画の構成は、

①総論以下７つで構成をいたしております。

最後、４のスケジュールについては最後に御

説明をいたします。

15ページをごらんください。

まず、現行計画の評価の（１）取り組みの成

果等といたしまして、現行計画における５疾病

・５事業、在宅医療の取り組みの成果をまとめ

ております。このうち、高齢者の死亡原因や受

療率の上位であるがん、脳血管疾患、心疾患に

関連する項目並びに在宅医療の項目を御説明を

いたします。

まず、がんの早期発見のため健診受診率増加

に向け普及啓発に取り組み、受診率は上昇しま

したが目標値には達しておらず、今後一層の普

及啓発が必要としております。また、その下の

質の高いがん医療を提供するための地域連携ク

リティカルパスの活用は、特定の医療圏に集中

していることから、クリティカルパスの活用を

含め、さらなる地域連携の取り組みが必要とし

ております。

次の脳卒中の医療提供体制について、死亡率

及び後遺症の軽減を図るため、脳血栓溶解療法

の遠隔診療支援のネットワーク構築を支援し、

モデル運用を開始したところであります。次の

急性心筋梗塞の医療提供体制について、医療機

器整備の支援等による診療機能の充実等に取り

組み、急性期の医療体制整備は進みましたが、

リハビリテーションを行う医療機関との連携の

推進に課題があるといたしております。

めくって、16ページをごらんください。

一番下の在宅医療・介護体制の整備について

でございます。１つ目にあります、多職種協働

の取り組み推進のため、地域ごとの医療介護連

携協議会の設置を支援し、体制整備が推進され

たということ。２つ目に、在宅医療を支える医

師の増加が厳しい中、補完的役割も担う訪問看

護ステーションの設置が進んだこと。３つ目に

は、入退院調整ルールづくりに取り組み、圏域

内の情報共有が進んだということがございます。
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17ページをごらんください。

主な数値目標についての達成状況であります。

現行計画の目標値は平成29年度を設定いたして

おりますが、まだ年度途中でありますので、直

近は28年度または27年度の実績としております。

まず、上２つががん関連の数値目標であります

けれども、２つ目の検診率の一部は目標をクリ

アしているものがございますけれども、そのほ

かは目標に達していない状況でございます。そ

の次の特定健康診査の実施率と特定保健指導の

実施率、これは脳卒中、急性心筋梗塞関連の数

値目標となります。両項目とも目標には達して

いないという状況でございます。最後の２項目

が在宅医療関連の数値目標でございますが、一

番下の訪問看護ステーション数は目標をクリア

いたしておりますけれども、その上の在宅医療

支援診療所数は目標に達していない状況でござ

います。

次に18ページをお開きください。

６、次期計画に向けた取り組みの方向性とし

て、先ほどの現計画の評価を踏まえながらまと

めております。

まず、がんにつきましては、各がん医療圏に

おいて、地域連携クリティカルパスの有効活用

により連携体制を構築し、がん医療提供体制の

充実を図るとしております。次の脳卒中につい

ては、発症後4.5時間以内に血栓溶解療法等の治

療ができる体制や、超急性期から維持期までの

円滑な医療提供体制の構築を図るとしておりま

す。次に、急性心筋梗塞については、救急搬送

体制の充実と心血管リハビリテーションの提供

など医療を切れ目なく提供する体制の構築等に

努めるとしております。一番下の在宅医療・介

護につきましては、医療・介護等のサービスが

連携して提供される多職種協働体制の構築と、

そのための人材の育成・確保に努めるとしてお

ります。その下の（介護保険事業支援計画との

整合性）というところでございますけれども、

これについては、在宅医療及び介護の連携の観

点から医療計画と介護保険事業支援計画の整合

性が求められておりますけれども、具体的に整

合を図る、ここに記載の2025年を見据えた介護

施設・在宅医療等の追加的な需要につきまして

は、今後、地域医療構想調整会議の議論を踏ま

え、今回の第７次計画ですけれども、これの中

間見直しにおきましてその受け皿整備を推進し

ていくこととしており、今回の計画策定に当た

りましては、療養病床から介護医療院等へ転換

意向が示された分のみを反映するということと

いたしております。

次に、計画の素案につきまして、資料１、Ａ

３横長の資料でございますが、こちらの資料で

御説明をいたします。Ａ３横長、資料１の１ペ

ージでございます。

第１章と第２章の説明は省略させていただき、

第３章から御説明をいたします。

まず、第３章、医療圏の設定と基準病床数で

す。まず、医療圏の設定につきましては、現行

計画から変更はなく、一次医療圏は特に設定せ

ず、二次医療圏については現行の７医療圏その

まま、そして三次医療圏は県全体といたしてお

ります。次の基準病床数は、これは現時点にお

いて地域で必要とされる病床数で、これを超え

て病床数が増加することを抑制するための基準

となるものであり、法令や国の定める数値等に

より算定しております。ここにあります表の左

から３列目、基準病床数の列、これが今回算定

した基準病床数となります。ちなみに、表の右

側、既存病床数という欄がございます。これと

比較いたしますと、療養病床及び一般病床とい
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う部分ですけれども、ここは、その下、感染症

病床を除いていずれも既存病床数が基準病床数

を上回っているという状況にございますので、

本県においては基本的にはこれまでと同様、新

たに病床をふやすということはできないという

ことになります。

次に、右側、第４章、医療提供体制の構築と

いたしまして、５疾病・５事業及び在宅医療の

施策の方向と数値目標の主なものを記載してお

ります。これも、がん、脳卒中、心筋梗塞、在

宅医療について御説明をいたします。

まず、がんの施策の方向として、死亡率の減

少とともに必要な医療が切れ目なく提供される

よう医療提供体制の充実を促進するとしており、

数値目標は地域連携クリティカルパスに基づく

診療提供等実施件数の増などを挙げております。

次の脳卒中の施策の方向として、発症後4.5時

間以内にｒｔ―ＰＡを用いた血栓溶解療法等の

治療ができる体制の構築及び超急性期から維持

期までの円滑な医療提供体制の構築を図るとし

ており、数値目標はｒｔ―ＰＡによる遠隔診療

支援を行うハブ施設の増などを挙げております。

次に、心筋梗塞等の心血管疾患の施策の方向

として、心血管リハビリテーションの提供など

病気や疾患に応じた医療を切れ目なく提供する

体制の構築を図るとしており、数値目標は心大

血管疾患リハビリテーションを実施できる医療

機関数の増などを挙げております。

右側の列の一番下、在宅医療・介護の施策の

方向として、医療・介護等のサービスが連携し

て提供される多職種協働体制の構築と、そのた

めの人材の育成・確保を図るとしており、数値

目標は入退院調整ルールを策定する圏域の増な

どを挙げております。

めくって、２ページをごらんください。

第４章の続きですけれども、一番左上、その

他の保健医療対策としまして、障がい保健対策、

感染症対策など８項目について施策の方向等を

まとめております。この中で、５つ目のアレル

ギー疾患対策、そして最後の今後高齢化に伴い

増加する疾患等対策は、今回の計画から新たに

盛り込んだ項目となっております。この今後高

齢化に伴い増加する疾患等対策では、ここに記

載はございませんけれども、高齢化の進展によ

りまして脳卒中や骨・関節系の疾患等による機

能障がいを伴う患者あるいは要介護者の増加が

予想されるということで、疾病予防、介護予防

を中心に保健、医療、介護、福祉が連携した施

策を展開するといたしております。

その下、地域医療構想につきましては、医療

計画の一部として昨年10月に策定した構想につ

いて、基本的にそのままこの第５章として入れ

ております。策定の趣旨は、団塊の世代が全て75

歳以上となる2025年を見据えて、患者に応じた

質の高い医療を効率的に提供する体制の構築で

ありまして、構想の主な内容は、中ほどに表が

ございますが、ここの一番右の列、2025年の必

要病床数、それからその左下になりますが、2025

年医療需要の在宅医療等というところになりま

す、この在宅医療等の医療需要でございまして、

いずれも国の定める一定の推計方法で算定をし

た数値でございます。これらを目安としながら、

一番下にあります推進体制等にありますように、

各構想区域ごとの地域医療構想調整会議におき

まして、地域の課題等に対応するための協議を

行い、地域にふさわしい医療提供体制の構築を

図っていくということといたしております。

次に、右側、第６章、医療提供基盤の充実で

す。ここでは、主に医療従事者の養成確保につ

いて記載をしております。主なものとして、ま
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ず医師の施策の方向として、医師のキャリア形

成支援と一体的に医師不足の地域あるいは診療

科の医師確保をオール宮崎で支援するなどとい

たしておりまして、下の数値目標としては、臨

床研修医数の増、あるいはその下に地域偏在あ

るいは診療科間の偏在、この解消等の目標を掲

げております。

次に、左下の歯科医師の施策の方向といたし

まして、寝たきり高齢者等に対する歯科診療等

を行う歯科医師の確保といったものを挙げてお

ります。

それから、右側、保健師等の囲みの中ほど、

看護師・准看護師等のところでございますが、

その施策の方向として、希望者拡大のための啓

発活動の展開や養成所等への支援など教育体制

の充実などのほか、一番下にございますが、訪

問看護師養成講習会等の研修会の充実を図ると

いうふうにいたしております。

恐れ入ります、資料戻りまして、特別委員会

資料の14ページをお開きください。特別委員会

資料14ページでございます。

一番下の４、スケジュールであります。現在、

第３四半期であります。今後、関係団体・市町

村への意見聴取、パブリックコメントの実施を

予定しておりまして、続く第４四半期では、医

療計画策定委員会での検討、医療審議会での審

議を経まして計画案をとりまとめ、来年２月定

例県議会において御審議をいただきたいと考え

ております。

説明は、以上でございます。

○成合国民健康保険課長 第３期の宮崎県医療

費適正化計画につきまして御説明をいたします。

まず、委員会資料の20ページでございます。

まず、１の策定の理由でございますが、高齢

期における適切な医療の確保を図る観点から、

医療に要する費用の適正化を総合的かつ計画的

に推進する施策を定めました国の医療費適正化

基本方針が示されております。これを受けまし

て、本県における医療費適正化を推進するため、

第３期の医療費適正化計画を策定するものであ

ります。

２の計画の期間は、国の基本方針に基づきま

して平成30年度から35年度までの６年間として

おります。

３の計画の骨子でございますが、まず（１）

の基本理念といたしまして、県民の生活の質の

維持及び向上、超高齢社会の到来に対応、目標

及び施策の達成状況の評価を適切に行うことの

３つを基本理念といたしております。

（２）の基本方針としましては、高齢化の進

展等により医療費のさらなる増加が見込まれる

中、医療の確保は県民の健康と命を守る上で極

めて重要でありますことから、生活習慣病の予

防や限りある医療資源の効率的な活用によりま

して医療費の適正化に向けた取り組みを着実に

推進していくことといたしております。

この基本方針に基づきまして、（３）の基本目

標のとおり、県民の健康の保持及び医療の効率

的な提供を推進していくことといたしておりま

す。

（４）の計画の構成につきましては、計画の

位置づけから計画の進行管理までの６章で構成

しております。

次に、右の21ページをごらんいただきたいと

思います。

５の現行計画の評価でございます。上段の

（１）の取り組みの成果等と、その下の（２）

の数値目標の達成状況をあわせてごらんいただ

くとよろしいかと思います。

まず、特定健康診査及び特定保健指導につい
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てですが、特定健康診査の実施率は、29年度の

目標値70％に対しまして27年度の実績値が44.6

％となっております。また、特定保健指導は、

同じく45％の目標値に対しまして24.5％となっ

ておりまして、いずれも実施率は増加傾向にあ

るものの目標値と開きがありますので、今後と

も実施率向上に取り組んでいく必要があると考

えております。次のメタボリックシンドローム

該当者及び予備軍の減少につきましては、直近

値の26年度で3.82％の増となっております。こ

のため、今後とも関係機関と連携しながら、運

動や食生活等、生活習慣の改善のための啓発活

動に取り組んでいく必要があると考えておりま

す。

次に、参考指標であります医療費の見込みで

ありますが、本県の医療費は全国の伸び率を下

回る数値で推移しておりまして、引き続き医療

費適正化に向けた取り組みを着実に推進してい

くことといたしております。

次に、６の次期計画に向けた取り組みの方向

性でございます。特定健康診査や特定保健指導

の実施率向上や、メタボリックシンドローム該

当者の減少対策の強化が必要であると考えてお

ります。また、新たに後発医薬品の使用促進や

医薬品の適正使用等の目標を加えますとともに、

他の計画との整合性を図りつつ、さらなる県民

の健康の保持と医療の効率的な提供の推進に取

り組むことといたしております。

続きまして、素案の概要につきまして御説明

いたしますので、Ａ３版の資料２をごらんいた

だきたいと思います。医療費適正化計画素案の

概要でございます。

右側のほうの第３章、計画の目標と取り組み

から御説明いたします。

１つ目の丸、県民の健康の保持の推進に関す

る目標につきましては、特定健康診査及び特定

保健指導につきまして、第２期同様、また国の

方針どおり、それぞれ70％、45％を目標値とし

て実施率を高めてまいりたいと考えております。

次に、メタボリックシンドローム該当者及び予

備群の減少率につきましては、国のガイドライ

ンの見直しによりまして計画における指標の定

義が特定保健指導対象者の減少率に変更されて

おります。このため、先ほど第２期計画では増

加していると御説明いたしましたが、新たな定

義によりますと、この表にございますとおり、27

年度は15.12％の減となっております。この新た

な定義による目標値につきましては、国の方針

どおり20年度と比較して25％の減少としており

ます。次のたばこに関する喫煙率やＣＯＰＤに

つきましては、関連計画であります健康みやざ

き行動計画21との整合を図っているところであ

ります。

２つ目の丸の医療の効率的な提供の推進に関

する目標につきましては、後発医薬品の数量シェ

アにつきまして80％を目標値としております。

医薬品の適正使用につきましては、おくすり手

帳の普及や薬剤師会や保険薬局等と連携した取

り組みによりまして、重複投薬の是正や多剤投

与の適正化を図ることといたしております。

次に、第４章、その他医療費適正化の推進の

ために必要と認める事項につきましては、県を

初めとしまして保険者、保険者協議会、医療の

担い手などのそれぞれが医療費適正化に向けど

のように取り組んでいくべきであるかの方向性

を示しております。また、医療機関の適正受診

といたしまして、平成25年に制定されました宮

崎県の地域医療を守り育てる条例の理念も踏ま

えまして、安易な夜間、休日等の時間外受診を

控えるなどの県民の役割を記載させていただい
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ております。

次に、第５章、計画期間における費用の見込

みについてでございますが、これにつきまして

は、国が示した計算ツールを用いて推計するこ

ととされておりまして、それによりますと、平

成29年度の本県の推計医療費は4,108億円となり

ます。平成35年度の推計医療費は、計画を実施

しない場合の医療費が4,611億円と503億円の増

加が見込まれますが、計画を実施した場合の医

療費適正化後では4,565億円と見込まれ457億円

の増加となりますが、効果の欄にありますよう

に、増加額が46億円ほど圧縮されると推計して

おります。なお、この効果額は特定健診や保健

指導の実施率向上、後発医薬品の普及などの医

療費適正化の取り組みの効果として推計された

ものとなっております。

済みません、最後に委員会資料の20ページに

戻っていただきまして、策定スケジュールでご

ざいます。

一番下の４をごらんいただきたいと思います。

今後、県内全ての医療保険者で構成します保険

者協議会や市町村との協議、パブリックコメン

トを実施した上で計画案をまとめ、年度内に策

定することといたしております。

医療費適正化計画の説明は、以上でございま

す。

○木原長寿介護課長 委員会資料の22ページを

お開きください。

宮崎県高齢者保健福祉計画の素案について、

長寿介護課から説明をさせていただきます。

最初に、１、計画策定の理由についてであり

ます。本計画は、老人福祉法及び介護保険法の

規定に基づき定めているもので、現行計画が満

了することから見直しを行い、平成30年度から

の次期計画を策定するものであります。

次に、２、計画の期間につきましては、30年

度から32年度の３カ年であります。

次に、３、計画の骨子の（１）基本目標につ

きましては、「高齢者がいつまでも住み慣れた地

域で安心して暮らし続けられる社会づくりをめ

ざして～地域包括ケアシステムの深化・推進～」

と設定したところであります。

次に、（２）計画の構成であります。Ⅰ、総論

において、計画策定の背景や基本的な考え方を、

Ⅱ、各論において、第１章から第５章までは施

策の柱を、また第６章で計画の推進をそれぞれ

設定し、最後に圏域ごとのデータを掲載するこ

とといたしております。後ほど、資料３で御説

明をいたします。

23ページをごらんください。

５、現行計画の評価の（１）取り組みの成果

等であります。まず、地域包括ケアの推進につ

いてでありますが、医療介護連携、介護予防、

地域ケア会議について取り組み、それぞれ入退

院調整ルール策定、住民主体による継続的な介

護予防活動、自立支援型地域ケア個別会議とい

う成果につながりました。また、認知症疾患医

療センターの指定やサポート医の育成等により

医療体制を整備するとともに、介護事業所の職

員を対象とした資質向上研修を行い、認知症の

方やその家族を支える支援体制の整備を図りま

した。

次に、介護サービス基盤の整備につきまして

は、居宅サービスなどの充実等に努めるととも

に、施設サービスにおいて各市町村計画に基づ

く施設整備を支援いたしました。

最後に、高齢者の社会参加促進につきまして

は、高齢者自身が地域社会の担い手として活躍

できるよう場づくりや広報啓発を初め、老人ク

ラブ活動支援等に取り組みました。
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24ページをお開きください。（２）数値目標の

達成状況について主な項目を挙げております。

実績値を見ますと、４行目の小規模多機能型居

宅介護利用者数を除いて、おおむね目標値に向

けてサービスが提供されているものと考えてお

ります。

25ページをごらんください。

６、次期計画に向けた取り組みの方向性につ

いてであります。基本目標の背景として、国に

おける介護保険制度改正の動向等を踏まえ、介

護保険制度の持続可能性を確保しながら、高齢

者の自立支援と要介護状態の重度化防止、医療

と介護の連携、地域共生社会の実現への取り組

みにより、地域包括ケアシステムの深化・推進

を目指すこととし、基本目標を定めたところで

あります。

方向性としましては、まず地域包括ケアの推

進に関しましては、高齢者の自立支援、介護予

防・重度化防止に取り組むとともに、県内外の

先駆的事例等の情報を共有し、また個別相談に

対応するなど、市町村が取り組む地域包括ケア

の推進を支援していくことといたしております。

次に、医療計画との整合性につきましては、

先ほど医療薬務課からも説明がありましたが、

第７期計画では療養病床から介護医療院等へ転

換意向が示された分のみを反映する予定といた

しております。

次に、介護サービス基盤の整備では、高齢者

人口及び要介護認定者人口の将来推計や介護保

険サービスの利用実態等を踏まえ、2025年を見

据えた各サービスの計画的な整備を促進し、介

護サービス基盤の強化、充実に取り組むことと

いたしております。

最後に、高齢者の社会参加促進として、高齢

者がシニアパワーを生かして活躍できるよう場

づくりや社会参加のきっかけづくりの提供とと

もに、クラブ活動の活性化を図り、元気な高齢

者をふやすことに取り組むことといたしており

ます。

次に、次期計画の概要につきまして、別冊の

資料３で説明いたします。

４ページをお開きください。

資料、左側をごらんください。まず、Ⅰ、総

論の第１章、計画策定に当たってにつきまして

は、４つ目の項目まではこれまでの説明と重複

しますので省略させていただきます。５つ目の

高齢者保健福祉圏域につきましては、８圏域を

設定いたしております。

次に、第２章、高齢化等の状況では、高齢者

の人口や世帯の状況の推移を初め、要支援者及

び要介護者等の状況を掲載いたしております。

次に、資料右側の第３章、計画の基本的考え

方をごらんください。計画の基本目標につきま

しては、先ほど説明させていただいたとおりで

あります。施策の体系につきましては、Ⅱの各

論をごらんください。

まず、第１章、高齢者が活躍する社会の推進

であります。１のシニアパワーの活用など高齢

者自身の豊富な知識や経験、技能などを生かし、

高齢者が地域を支える一因として活躍する取り

組みや生活を豊かにする生きがいづくりなどの

支援等を行うことといたしております。

第２章、自立支援に向けた取り組みの推進に

つきましては、１の自立支援、介護予防・重度

化防止の推進として、今般の介護保険制度の改

正を踏まえ、地域包括ケアの深化・推進に向け

てモデル事業に取り組む市町村の支援を行うこ

とといたしております。２の在宅医療と介護の

連携では、高齢者が住みなれた地域で安心して

生活するには在宅医療と介護の連携が極めて重
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要ですので、入退院支援ルールの策定や医療と

介護をつなぎ在宅医療に必要不可欠な訪問看護

ステーションの体制整備を図るほか、退院調整

を行う医療ソーシャルワーカーや看護師、ケア

プランを策定する介護支援専門員等の介護従事

者などに対する研修等により人材の育成や資質

向上に努めることといたしております。

５ページをお開きください。

第３章、認知症高齢者支援策の充実について

であります。

まず、１の予防対策では、特定健診や保健指

導の実施並びに保健事業の充実を図るとともに、

早期発見対応が重要であることから、２の相談

体制の整備では、窓口の周知、認知症サポート

医を活用した保健医療関係者等への研修などを

行う予定といたしております。３の専門医療の

提供体制の充実では、認知症疾患医療センター

を二次医療圏に各１カ所設置し、また認知症対

応力向上研修を実施いたします。６の若年性認

知症に関しましては、高齢者とは異なる課題が

あり、地域住民や事業主等への啓発や研修など

により若年性認知症本人やその家族の支援に努

めることといたしております。

次に、第４章、介護サービス基盤の充実につ

きましては、１の介護サービス基盤の整備とし

て、居宅サービスなどを充実し、また介護療養

型医療施設の介護医療院等への円滑な転換を進

めることといたしております。なお、資料右側

に掲載いたしております介護給付対象サービス

等の必要量につきましては、現在各市町村で作

業中ですので、現時点では空白となっておりま

す。

次に、第５章、人材の育成及び確保について

であります。

１の人材の育成及び確保では、今後一層の対

策を講じていく必要があります。介護職員処遇

改善加算制度の推進や介護の魅力ややりがいを

発信する取り組みを行うことといたしておりま

す。３の専門職の人材育成及び確保として、介

護支援専門員等への研修を初め医療的ケアに対

応できる介護人材の育成を引き続き実施する予

定といたしております。

次に、第６章、計画の推進についてでありま

す。

県における推進はもとより、関係機関団体等

との連携により、着実に計画を推進してまいり

ます。

なお、本計画では、数値目標を設定すること

としており、資料の右下に設定予定の17項目の

うち５項目を記載いたしております。

お手数ですが、委員会資料の22ページにお戻

りください。

４のスケジュールについてであります。

本計画については、パブリックコメントを12

月４日から実施しており、最終的には２月定例

県議会に議案として提出させていただくことと

いたしております。

長寿介護課からの説明は以上であります。

○矢野健康増進課長 健康増進課から第２次健

康みやざき行動計画21の見直し計画について御

説明をさせていただきます。

なお、分野別の施策については、高齢者の健

康に関する項目についてのみ御説明させていた

だき、また、医療計画等における説明と重複す

る部分につきましては省略して御説明をさせて

いただきます。

特別委員会資料の26ページをお開きください。

１の見直しの理由でありますが、この計画は

生活習慣の改善等を柱とした県民の健康づくり

の推進のための計画であります。
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健康増進法に基づき平成25年度に定めており、

計画策定時からおおむね５年後に中間評価を行

うとしていることから、今年度、中間評価を行

い、平成30年度以降の計画の見直しを行うもの

であります。

２の計画期間は、現在、平成25年度から34年

度までの10年としておりますが、医療計画など

医療・保健分野に係る他の計画との見直しの時

期との整合性を図るために、今回１年延長しま

して、平成35年度を終期とする変更を行うこと

としております。

３の計画の骨子でありますが、基本方針は小

児期から望ましい生活習慣の定着、個人の健康

や生活の質の向上を社会全体で支える環境整備

などの推進を図ることを目的としております。

健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図ること

を全体目標とし、栄養・食生活を初め10分野で

課題や施策の方向、具体的な目標値を定めてお

ります。

27ページをごらんください。

５の現行計画の中間評価の（１）取り組みの

成果等についてであります。

まず、栄養・食生活につきましては、適正体

重維持を推進するため、テレビＣＭ等による啓

発を実施いたしましたが、肥満者の割合は増加

傾向にあります。

一方、野菜摂取量の増加に向けて、ベジ活応

援店の登録などに取り組んだところ、摂取量の

増加が認められたところであります。

次の身体活動・運動につきましては、１日平

均歩数の増加に向けまして、事業所等へ出前教

室などを実施いたしましたが、特に20歳から64

歳の歩数が減少しており、引き続き身体活動の

増加を図る必要があります。

次の休養・こころの健康につきまして、相談

窓口を知っている人の割合は増加傾向にありま

すが、今後も相談窓口に関する情報提供に取り

組む必要があります。

次のたばこにつきましては、受動喫煙防止を

推進するため、テレビＣＭ等による啓発、ある

いは禁煙施設の認定などに取り組んだ結果、事

業所等での禁煙実施率が増加したところであり

ます。

次のアルコールについては、健康教育などの

機会を通じて、適正飲酒に関する啓発を行いま

したが、多量に飲酒する人の割合は、女性で増

加傾向にあります。

次の歯の健康については、定期歯科健診の推

進などに取り組みましたが、進行した歯周炎を

持つ者の割合が増加するなど、一部悪化する項

目が見られました。

次、28ページの糖尿病、循環器疾患、がん、

栄養・食生活（小児期）については省略いたし

ます。

６の見直し計画に向けた取り組みの方向性で

ありますが、これまでの普及啓発の取り組みに

加えまして、住民の約７割を占めるとされてい

る健康への関心が低い、いわゆる健康無関心層

や生活習慣病の予備軍でありながら自覚してい

ない人にも働きかけることができるよう、社会

環境の整備やライフステージに応じた取り組み

を推進してまいります。

また、食生活の改善や運動習慣の定着、たば

こ対策については、職場や所属する団体を通じ

た取り組みが重要でありますことから、いわゆ

る健康経営の観点なども取り入れまして、企業

等が従業員に対して実施する健康増進の取り組

みの重要性や利益、こういったことについて理

解の促進を図って、関係機関と連携した取り組

みを推進してまいりたいと考えております。
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また、重点的に取り組んだ野菜の摂取量の増

加につきましては、一定の成果が得られました

一方、食塩の摂取量については悪化が見られる

ことから、栄養成分表示等の普及を通じた食環

境の整備を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、Ａ３の資料４の健康みやざき行

動計画21の見直し計画の概要を用いまして御説

明をいたします。

第１章の基本方針の１から５の全体目標まで

は、既に御説明したとおりでございますので、

省略いたします。

６の計画の改定における基本的な考え方であ

りますが、中間評価の結果、目標値に達したも

のが9.7％、目標値に達していないが、改善傾向

にあるものが24.1％であったのに対し、変わら

ないものが34.5％、悪化しているものが24.8％

と全体の６割となっておりました。先ほど申し

上げましたような方向性により、健康無関心層

への対策の観点も含めまして、引き続き取り組

みを推進してまいります。

第２章の分野別目標については、先ほどと同

様、10分野の中から特に６分野について御説明

をいたします。

まず、１の栄養・食生活については、農業な

ど食に係るさまざまな業種と連携し、食環境の

整備を行うとともに、管理栄養士等の人材育成

に取り組んでまいります。

次に、２の身体活動・運動については、小ま

めに体を動かすことや、運動習慣の定着を図る

とともに、適切な指導が行える専門家の育成な

どを図ります。

次に、３の休養・こころの健康については、

関係機関と連携して、休養・こころの健康づく

りや相談窓口に関する情報をわかりやすく具体

的に提供してまいります。

次に、４のたばこにつきましては、今後、国

の健康増進法の改正の動向を注視しながら、妊

産婦の喫煙防止や受動喫煙防止に向け、教育・

医療機関と連携しながら、県民への啓発に取り

組んでまいります。

次に、５のアルコールにつきましては、多量

の飲酒、生活習慣病に関するリスク等の飲酒に

関する正確で適切な情報提供をしてまいります。

次に、６の歯の健康につきましては、市町村

や事業所に対して歯科健診などの実施を働きか

けるとともに、介護保険施設や医療機関等が実

施する口腔ケアの取り組みを支援してまいりま

す。

７から10については省略いたします。

以上が概要であります。

お手数ですが、もう一度、特別委員会資料の26

ページにお戻りください。

４の策定スケジュールについて御説明をいた

します。

今後、パブリックコメントなどを実施いたし

まして、第４四半期では、これまでの検討を踏

まえて計画案を策定し、常任委員会で報告させ

ていただいた後、宮崎県健康づくり推進協議会

で検討の後、計画を改定する予定としておりま

す。

第２次健康みやざき行動計画21につきまして

は、以上であります。

○満行委員長 ありがとうございました。

執行部の説明が終わりました。御意見、質疑

等ございましたら、御発言をお願いいたします。

○岩切委員 たくさんの御説明ありがとうござ

いました。

全体でこれから先、こういうふうに向かって

いくんだというようなお話が伺えたかと思いま

す。
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一個一個を詰めていくと大変な時間が要する

と思いますので避けたいと思いますが、１点だ

けお聞かせいただきたいのは、宮崎県の人口が

縮小という方向にあって高齢者などがふえてい

くという人口構造の中で、特に、介護士や看護

師等の人材を一定程度確保していかなくてはい

けないというのが最初にあったかと思うんです。

そういった人口構成に対して、健康づくりだと

か医療費適正化だとか幾つかの介護機能の準備

だとかがあると、そんな流れだったと思うんで

すけれども、一番は、人と人とのつながりの中

でそういう介護職・看護職というのは、１年に

どれくらい養成をしていくことがこれからのそ

ういう人口の変動に対応できる数なのかという

のがちょっと十分にはわかりにくくて、それを

知りたいなと思っていたんです。というのは、

子供の数も減りますので、どこかで聞いたんで

すけれども、１年間に高校とか大学とか卒業す

る子供たちの数の中で相当な割合をその介護・

看護に誘導しないと数が確保できないというよ

うなお話を聞いたことがあるものですから、そ

のあたりがもし将来に向かって、１年にこれく

らい確保していかないと介護だとか看護だとか

は回らないよという何か数字があれば教えてい

ただけませんでしょうか。

○木原長寿介護課長 介護職員の関係で御説明

いたしますと、２万4,000人ほど、平成37年、2025

年になると必要になるというふうに言われてお

ります。現時点の数からというか、３年前の数

から減った数でございますので、それを差し引

きますと、大体4,000人足りませんので、10年ぐ

らいといたしますと、１年間に大体400人は入っ

ていかなくてはいけない。ただし離職率等もご

ざいますので、そういう点からすると結構な数

を参入という、そんな形にしていかないと足り

ないんではないかなと思っております。

ただ、今後の問題としては、離職率をいかに

下げていくのか、これも大きな課題だと思って

おりますので、そういう点では、給与等を上げ

ていくとか、そういうことについても加算制度

とか、いろんなものに取り組むことによって、

離職率を下げていくことの努力も必要と思って

おります。

○田中医療薬務課長 看護職員について御説明

いたしますと、需給見通しというのを３年ほど

前にまとめたことがございますが、来年の年末

に国のほうが統一的に看護職の精緻な需給見通

しをつくる計画がございます。正確にはそれを

待つことになりますが、その場合に私どもとし

て考えますと、先ほど有効求人倍率のお話をい

たしました。ハローワークのほうの有効求人数

と有効求職者数との差が、要は埋まらない数と

いうことになります。これがおおむね700ほど常

にあるという状態が見受けられます。それと訪

問看護師が、これからやっぱり在宅医療、訪問

看護がふえるということで、これの見通しをお

おむね500人ぐらいというふうに思っておりま

す。そうしますと、合わせて約1,200人ほどをま

ずは埋める必要があるかなと考えております。

それに向けまして、一つは、先ほど県内就職

率が55％と申し上げました。やはり県内就職の

比率を高めるということ、あるいは県外に毎年

たくさん出ておりますので、Ｕターン、あるい

はＩターン、Ｊターンといったところで、本県

に来ていただく、そのような取り組みを強化し

ていくといったような必要があると考えており

ます。

○岩切委員 ありがとうございました。

2025年問題ということで、子育てだとか高齢

者がふえるというようなものが全部連動した問
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題として議論が展開されてきているものですか

ら、介護職・看護職、１年に大体、子供が9,000

人ぐらいですか、１万人を切るぐらい出生があっ

て、どうしても医療・福祉の現場では、圧倒的

に女性のほうが就職・従事されている方が多い

ということになると、4,500人から5,000人の女

児の中で400人、500人、または介護職・看護職

両方足すと、４分の１ぐらい、20％か25％ぐら

いは医療福祉の現場に行かなくてはいけないん

じゃないかというお話を聞いたことがございま

して、なかなかそれは厳しい数字だねというよ

うなことを思っています。宮崎県内で介護職・

看護職の人材を確保していく目標に対して、う

まく人材が確保できないとどんなケアもできな

いんだなという思いがあるものですから、一度

その辺の目標値を確認しておきたいなと思って

いたものですから伺いました。

それで、人材確保というところにちょっと話

題を集中すると、特に、野﨑委員が今議会で介

護職の確保について細かく御質問をなさってい

たんですけれども、ここに書いてあるその介護

職の問題について、確保がこの流れの中で追い

ついていきますよというような方向であるかど

うか、いま一度、ちょっとお聞かせいただけれ

ばなと思います。

○木原長寿介護課長 なかなか難しい質問でご

ざいますけれども、私ども、介護職員をいかに

確保していくのかというのは、もう従来から言

われておりますように、参入される方をいかに

してふやしていくか。そして、離職される方を

いかに減らしていくか。そして、もう一方で、

潜在と言われるというか、介護職として勤めた

経験がある、あるいは介護福祉士としての資格

を持っているんだけれども違う業務をやってい

る、そういう方たちにいかに介護職のほうに入っ

ていただくか、そういうことをベースにしてい

ろんな事業に取り組んでおります。当然、新し

く入っていただくためには、介護の魅力を違う

意味でやはりＰＲしていかないといけないと。

苦しいとかきついとか、いろんなイメージがあ

ると思うんですけれども、それはそれとして、

やりがいもあるし、逆の言い方をすれば物事は

多面的ですので、一方的ではなくて違う方向か

らも見ていきたいなということで取り組んでお

ります。特に、これは、今まではいろいろマス

コミさんが、事実としてほかの業種と比べて給

与が幾らくらい低いとか、あるいは従事されて

いる方の意見として、きついとか、そういうこ

とを書いていらっしゃいますけれども、それは

それとしてあるんだと思いますが、一方で、介

護職員はやりがいがあるということで入ってい

く方がいらっしゃいます。

ページでいきますと、４ページでございます

が、介護職養成機関の設置状況ということで、

県立高校について書いております。定員は160名

でございますけれども、その定員を満たしてい

るわけではございません。まだ本人とかその御

家族の方とか先生の中には、まだ介護職につい

ていい面もあれば悪い面もあるんですが、なか

なか理解されていない部分もあるんではないの

かなと思っております。ただ、卒業された場合

につきましては、85％の方が県内に就職をして

います。これは非常に大きな力でございますの

で、先ほど言いました介護の魅力を発信してい

くことで、それにはこの県立高校160名の定員を

まずはいっぱいにしたいということで取り組ん

でいきたいなというのがございます。

それから、給与等につきましては、先ほど説

明をいたしましたように、処遇加算制度という

のがございますので、これをできるだけ全法人
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に広げていきたいなと。今86％から87％ぐらい

でございます。これをできるだけ、100％までい

かないかもしれませんが、少しずつ少しずつで

すけれども、上げていきたいなと。

それから、それ以外にも、いろんな事業に取

り組んでおります。特に離職率を防止するとい

う意味では、離職率というのは、どちらかとい

うと職員数が少ないところのほうが離職率は高

うございます。例えば、社会福祉法人で100人以

上の職員がいらっしゃるところについては、離

職率は非常に低いです。一方でやはり、50人以

下の小規模事業所というのが離職率が非常に高

い現状にあります。そういうことで小規模事業

所さんにお話を聞きますと、なかなか研修を受

ける時間がないとかいろいろありますので、小

規模事業所さん同士で集まって、しかも宮崎ま

で来るんではなくて、延岡とか都城とかそうい

う近場でやれるような研修を組んで、そこに近

くにあります介護福祉士養成学校から先生を派

遣するとか、そういう取り組みをやることによっ

て離職率を下げていければと、そういうことで

取り組んでいるところでございます。

○岩切委員 ありがとうございます。小規模事

業所さんのほうが離職率が高いという、そうい

う分析とかを聞かせていただいて、大変参考に

なりました。

最後の質問としては、12ページに看護師養成

所については経費の補助があるということで書

いてあるんですが、介護職養成機関については、

何かそういう助成があるんでしょうか。

済みません。もう一回、申します。12ページ

に看護師の養成所の経費の補助が書いてありま

す。そして、６ページのほうには特にその介護

職の養成に関して補助がある云々はないのです

が、具体的にはありますでしょうか。

○小田福祉保健課長 介護福祉士養成施設につ

きましては、特に運営支援というのはございま

せん。

○岩切委員 看護師にあって介護職にはない理

由とかがありますか。例えば、看護職には国か

らこういうのが流れていて、介護職にはないん

ですよとかそういうようなことでもいいんです

けれども。

○小田福祉保健課長 看護師養成施設のほうは

ちょっとわかりませんけれども、介護福祉士養

成施設については、そういう国からの何か運営

の補助金というものがあるというものではない

と理解しています。

○田中医療薬務課長 12ページの看護師等養成

所運営支援について、ちょっと御説明いたしま

すと、これは結構歴史がございまして、従前は

国庫補助で国から補助金が来て、それで支援を

しておりました。ただ、この支援対象はいわゆ

る専門学校のみでございまして、大学とか高校

は除かれております。

現時点では国庫補助がなくなりまして、現在

は人材育成ということで、地域医療介護総合確

保基金の医療分の中で人材育成に必要な経費と

いうのが認められておりまして、それを活用し

て支援を継続しているというところでございま

す。

○岩切委員 ありがとうございました。

○満行委員長 そのほか。

○野﨑委員 今回ちょっと一般質問で介護人材

の問題を取り上げさせていただいたんですけれ

ども、その中で、余り深堀りしなかったんです

が、専門職の方、資格を持っている方が、やは

り先ほど小さな施設では離職率が高いというお

話があったんですけれども、例えばケアマネが

ケアマネ以外のいろんな仕事をすることによっ
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て、仕事量が大幅にふえて苦痛を感じるといっ

た現場が多くて、それが離職につながっている

のかなと思っています。ちょっと調べたら、三

重県が、地域医療介護総合確保基金を使って、

専門職のケアマネとかの下で働く、ベッドメイ

キングや配膳などの本当に簡単な仕事をする介

護助手の育成をやっていて、ちょっと成功して

いるようです。お聞きしたところ、宮崎もちょっ

と挑戦はしたと。何回かはやってみたんだけれ

ども、実績がちょっと伴わなかったというお話

がありました。これは専門職の方が、資格者が、

この数字を見れば、もう全然足りない状況で、

あとは離職した女性の方や元気な高齢者、そし

て軽度の障がいのある方とかの就職のほうも問

題になっている中で、介護の世界でいけばそう

いった役割が十分担えると感じているんですけ

れども。三重県をまねしろとは言っていないん

ですが、そういった感覚もこの計画に盛り込ん

でみるといいのかなと思っているんですが、い

かがでしょうか。

○木原長寿介護課長 私どもも、今、野﨑委員

がおっしゃられた、その三重県でおやりになら

れた事業については、結果を非常に注目してい

たというか、うまく回ってくれるのかなという

ところで見ておりました。ただ、委員がおっしゃ

られたように、残念ながらやはりなかなか進ま

なかったということで、三重県さんが進んで宮

崎県がなぜ進まないのか。ほかの県を調べてみ

ましたが、どちらかというと他の県も宮崎県と

状況は似ているようで、そこは深堀りを本当は

していかなくてはいけないなと思ったんですけ

れども、まだそこまではやっておりません。た

だ、私どもが考えている取り組みの一つとして、

老健協会とも、私も話すのですが、今、元気な

高齢者の方たちがいっぱいいらっしゃいますの

で、その元気な高齢者の活動として、例えばシ

ルバー人材センター、あるいは老人クラブといっ

たところが組織の活性化も含め、お世話される

だけが高齢者ではなくて、高齢者が高齢者をお

世話していくという視点で、今、野﨑委員が言

われたことを含めて導入できないのかと。ただ、

老健協会の幹部の方たちはそういう考えを持っ

ていらっしゃるんですが、なかなか末端までそ

の考えがいくかどうかという問題はあるんです

けれども、そういうことについては、この計画

とは別に考えているところでございます。

○野﨑委員 そういう方々がふえれば、さっき

言ったように、専門の方が専門の仕事に集中で

き、負担の軽減も図れると思いますので、また

検討して頑張っていただきたいと思います。

○右松委員 まさに、長寿介護課長のお話のと

おりでありまして、厚生労働省も介護人材の確

保について、現場で働く介護人材の定着の促進

と離職防止、それから新規参入の促進、そして

介護現場にその離職した介護職員を呼び戻すと

いう三本柱で動いております。

国のほうから、各都道府県に介護人材確保対

策のＰＤＣＡのサイクルの定量的指標という形

で、その目標設定とそれから進捗管理について

いろいろと話があっているかと思うんです。そ

れで例えば、現場で働く介護人材の定着促進の

中では、よく言われます院内保育、子育てをし

ながら働き続けることができる院内保育の促進

であるとか、それから評価制度、優良な雇用管

理改善を各事業所に進めていくと。そしてあわ

せて身体的負担の軽減という形で介護ロボット

の導入でありますとか、そういう形でできるだ

けやはり長く働くことができ、離職を防ぐこと

によって、年齢的にバランスがとれた職員構成

を図っていくことが進められています。
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そこで、私が伺いたいのは、離職した介護職

員を介護現場に呼び戻すという再就職について

です。国の個別の取り組みとして、一つは再就

職準備金の貸し付けがあります。これは離職し

た方が、再就職するのに上限20万円という形で、

例えば子供の保育先を探す際の活動費であると

か、そういった形の準備金を20万円、これは２

年間介護職員として継続して従事した場合は全

額免除される制度であります。

それからもう一つは、離職した介護人材の届

け出システムの登録者数について、やはり国の

ほうからＰＤＣＡサイクルの定量的指標の中で

各都道府県に話が来ているわけでありますけれ

ども、こういった部分に関しては、本県の取り

組み状況は今どういうふうな形で進捗している

のか、現状を教えてもらうとありがたいなと思っ

ています。

○小田福祉保健課長 まず、再就職支援のほう

でございますけれども、本県でも再就職支援の

ための再就職準備金貸付事業を昨年度から開始

いたしました。残念ながら、28年度の実績はゼ

ロということでございまして、これについては、

今後も周知していく必要があるだろうと思って

おります。

それから、離職した介護福祉士の届け出制度

でございますけれども、これも全国一律ことし

の４月から始まっておりまして、本県でも８月

末現在になりますけれども、登録者が72人ござ

いました。その中で就職した方が17人というこ

とで、一定の実績は上がってはきておりますけ

れども、これについてももう少し周知を図って、

届け出をふやしていく必要があるだろうと思っ

ております。

それと、最初に申し上げました、再就職準備

金貸付事業につきましてですけれども、今年度

は10月末現在で５件の実績が出ましたので、もっ

とこれを伸ばしていきたいなと思っています。

○右松委員 ぜひ介護人材の確保の中でしっか

りと、国の方針とも照らし合わせをしながら、

他県の動向も注視をしながら、ぜひしっかりと

進めていただきたいと思います。

あわせて、最後もう１点ですけれども、地域

医療介護総合確保基金の活用関係なんですけれ

ども、介護人材の確保の中で、これは宮城県で

ありますけれども、対象施設において新たに無

資格の方が介護職員の初任者研修を受講する場

合にそれを支援する制度として、例えば受講料

として１人当たり上限12万3,000円であるとか、

１事業所当たり３人を限度とした形でさまざま

なこの総合確保基金を活用した取り組みを進め

ております。ぜひとも、本県もいろいろと頑張っ

ていらっしゃると思いますけれども、いろんな

形でこの国の制度はフルに活用してもらうとあ

りがたいかなと思っていますので、よろしくお

願いします。

○木原長寿介護課長 できるだけ総合確保基金

でやりたいなと思っておりますし、初任者研修

等についても頑張っていきたいなと思っており

ますので、これからも引き続きやっていきたい

と思います。よろしくお願いします。

○坂口委員 基本的なことですけれども、まず、

看護師について。来年の報酬の一体見直しで、

個人的にはですけれども、やっぱり看護算定の

見直しが大きい目標の中にあるのかなって、７

対１，10対１、13対１の看護体制の見直しです

ね。ここからやっぱりある程度の看護師を押し

出していこうという思惑があるような気がする

んです。だからこの見直しによって、どれぐら

いの看護師が余剰看護師として、他にシフトし

ていくことになるのかというのが一つ。当然そ
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うなりますと、地域包括ケアシステムというも

のがしっかり構築されていって、そこで看護か

ら介護への移行ということになるのかなと思う

んです。そうなると、先ほどの在宅なり訪問な

りの、例えばベッドの調整なんかがありました

けれども、これは現行の療養の中から看護・医

療へという、その数字のただシフトだけみたい

な、第７次の医療計画と高齢者保健福祉計画の

整合を見ると、ここらで本当に足りるのかなっ

て。もう直前ですよね、平成30年、来年から始

まるわけだから。ここらはやっぱりしっかりそ

ういった受け皿としての、十分とは言えないま

でも、そう不足しないよということは担保され

た計画にはなっているんですか。

○木原長寿介護課長 今ありますのが、介護療

養型医療施設でございますけれども、介護療養

型医療施設から介護医療院に転換する分につき

ましては、私どものほうの介護保険事業支援計

画のほうに数を盛り込むことになっております。

それから、それ以外はどうなるのかといいま

すと、医療のほうはまだ私ども情報をつかんで

いないのですが、介護療養病床のほうは、30年

度以降６年間はそのままいくということになっ

ております。介護療養病床のほうからは特に、

やめて何もしないという話になれば別ですけれ

ども、基本的に介護医療院へ転換することが認

められていますので、そういう条件のもとであ

れば、特に介護に対して何か出てくるという、

これはこの３年間は特にそこまではいかないの

ではないのかなとそういうふうに思っておりま

す。ただし、どうしても在宅医療ということを

考えていきますと、そういう点では訪問看護ス

テーションをできるだけ力を入れて整備をして

いかないといけないということで、きちんと計

画の中に盛り込んでおりますし、市町村とのヒ

アリングをやるときにおいても、事情等をきち

んと説明して、計画に盛り込んでいくようにと

いうことで指導をしているところでございます。

○坂口委員 そうなったときにその療養から介

護に移行するにせよ、あるいは在宅とかで特に

訪問看護のやっぱり体制をつくっていくにせよ、

ソフトもですけれども、ハード面でのやっぱり

投資がそれぞれ受け皿になっていくと思うんで

す。こうなったときに、それは地域医療の計画

の中で交付金の有効活用、こういったもので財

源的に徹底してやっていかないとなかなか進ま

ないんじゃないかと思うんですよ。投資ってい

うのがやっぱりできないんじゃないかと。特に

中山間地あたりの訪問看護なんていったときは、

ペイラインというのがおのずとありますよね。

（「はい」と呼ぶ者あり）１人の方にどれぐらい

のケアをすればペイできるのか、これはなかな

か採算がとれない。スーパーを見ても、何を見

てもそうですけれども、とにかく人がすごく少

ないということだから効率が悪いですよね。民

間は採算がとれなければやろうといったってや

れませんから。そこらをどんな具合に今後、行

政あたりは支援をしていこうというのと、それ

を実際、採算がとれる事業として成り立つよう

な、成り立たせていくためにはどうあればいい

といったものは、やっぱり検討されているんで

すか。

○木原長寿介護課長 まず、介護療養型医療施

設を介護医療院に変えていくところですけれど

も、従来から介護療養型医療施設につきまして

は、地域医療介護総合確保基金の中に転換に対

する補助対象が、新築もあれば改築もあります

し、増築、そういうのが全部ございました。た

だし、介護医療院というのが来年の４月１日か

らつくられるということで、もともと国におい
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て、その対象に入れていいかどうかというとこ

ろはまだどういうことになっているかはわかり

ません。恐らく皮算用と言われ怒られますけれ

ども、我々は入ってくるんではないのかなと思っ

ていますので、それについてはしっかりと見込

んでいきたいなと思っております。

それから、今、委員がおっしゃられました訪

問看護ステーションというのが、一番医療と介

護をつなぎますし、ここは医療保険の対象でも

あり、介護保険の対象でもあります。本県の場

合、採算という点から一番苦しいのは、委員が

おっしゃられた中山間地でございます。特に西

米良村、美郷町、諸塚村、椎葉村、五ヶ瀬町に

ついては非常に厳しいなというのを、我々、数

字である程度はじいております。

ペイするラインというのは、どれくらいかと

いうのも、我々、大体見込んでおりまして、実

際これにつきましては、平成26年度から訪問看

護ステーションの促進をしていかなくてはいけ

ないということで補助を設けまして、今言いま

した市町村に、数的に少ないということで、串

間市と日南市を加えて取り組んできました。今

年度からはそれを全県的に広げまして、宮崎市、

国富町、綾町を除いた市町村を補助対象にしま

した。ただし、その補助率として中山間という

か、西米良村や美郷町や諸塚村、椎葉村、そう

いうところは３分の２にして、それ以外につい

ては２分の１として対応いたしております。補

助金だけではいけませんので、当然、我々も能

動的に動いていこうということで、現時点にお

きましては、ＪＡさんを対象に訪問看護ステー

ションをできればやっていただけるとありがた

いなと。そういうことでいろんな仕掛けではあ

りませんけれども、アプローチはしているとこ

ろでございます。ただ、坂口委員がおっしゃら

れましたように、民間でございますから、当然

ペイしないものには入ってきませんので、交渉

自体は非常に厳しい状況です。ただ、ＪＡさん

自体もやはり地域が疲弊してしまえば、自分た

ちの存在基盤というのが疲弊していくわけです

から、そういうところでは理解はしていただい

ているとは思っております。ただ、そうは言っ

てもやはり、ペイするラインがどこに来るのか

と、そういうところについては非常に関心がご

ざいますし、組合員に説明しなくてはいけない

と。それから広いエリアを抱える地域でござい

ましたら、当然、末端まで行くことができるか

とか、実際、物理的な話も出てきますんで、そ

ういう点では非常に厳しい状況かなと思ってお

ります。ただ、我々も頑張りたいなと思ってお

ります。

○坂口委員 そうですね。具体的に誰がやると

なると農協あたりが全県下を網羅しているから、

体制としては一番理想的なところではあるけれ

ども、やっぱりペイラインですよね。特に、単

協ごとに予算、決算、事業計画というのは総代

会での承認が要りますから、ここはやれたけれ

ども、ここはやっぱり事業計画が認められなかっ

たよというようなこともあり得る。そこのとこ

ろにやっぱり、どうしても必要なものは何らか

の形で公的にバックアップしますよというのと、

特に訪問看護なんていったら、簡易な注射あた

りまでやることになるのかなと思うんです、場

合によってはですね。高度なものは別として、

医療行為がやれるものが出てくる。そうなると、

後方支援の拠点、いわゆるそれを支援していく

クリニックなり病院なりというものがやっぱり

必要になってくる。その整備がおくれているん

じゃないかなとひとつ思うんです。だから、タッ

グを組んで、しっかり指導しながらやっていく
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専門的な機関、拠点が必要になってくる。それ

が一つ。

それと、話がまたもとに戻りますけれども、

もう一つは、看護師不足と介護スタッフの不足

ですけれども、わかりやすい例として、看護師

さんなんかは自分が再度就職しようということ

で、一旦潜在的な人が医療機関に勤めたり、あ

るいは学校を卒業した新人、新しい若い子たち

が勤めたりして、１日、２日でやめたという話

を余り聞かないんです。ところが、やっぱり介

護のほうは、やっと連れてきて、１日来たらも

う次の日に来なかったという話は結構耳にする

んですね。日常的にあるんです。ここを見たと

きに、先ほどのアンケート調査で、仕事がきつ

いとか、やれ報酬がということとは違う部分が

あるんじゃないかと思うんです。その職種、業

種自体に対しての環境全体がやっぱりやってお

られないわっていうようなものがあるんじゃな

いかと思うんですね。そこのところをもうちょっ

とやっぱり深堀りしてやっていかないと、これ

はもう人不足はずっと、幾らその人材を育成し

ても、これじゃやっぱりやれないわというよう

なものがある。それに、理由を言えったって、

答える気もしないと。答えようといったって、

このアンケートの中にはないよっていうような

ものがあるんじゃないかと。調べられたらわか

るけれども、１日、２日で結構やめていく人が

多いですよ。だからそこのところをもうちょっ

と深く、検証していく必要があるんじゃないか

なと思うんです。

○木原長寿介護課長 委員のおっしゃるところ

も結構あるのかなと思っております。

先ほどのお話の繰り返しになりますけれども、

４ページでございますが、県立高校に福祉科が

４つございまして、県内の就職率が高いという

ことは先ほど説明をさせていただきました。し

かしながら、まだ定員を満たしていません。

もう一つ、離職率について御説明させていた

だきますと、普通の高校生が就職をした場合に、

昔で言うと七五三という問題で、中学校を出ら

れた方は３年で７割、高校を出られた方は３年

で５割の方がやめられるということで、今、委

員がおっしゃられたように、１日や２日でやめ

られる方もいらっしゃるという話は聞いており

ます。しかし実際、この県立高校を卒業して介

護職に入った方の３年後の離職率というのは１

割もない状況でございます。

私どもが教育委員会とお話をさせていただい

て思うのは、中学校も高校もインターンシップ

というのをやりますけれども、そういうインタ

ーンシップではなくて、実際に51日間に及ぶ学

校における実習をやっていることが、一番大き

な理由ではないかと感じています。

では、実習とはどんなものかなというと、施

設側に聞きますと、基本、もう戦力として考え

ていると。お客さんではないという意味でござ

います。そうすると、やっぱり泣いている子供

もいっぱいいて、理想と現実のギャップを感じ

ているようです。ですから、逆に福祉高校の先

生の、この実習中の最大の仕事は子供たちをな

ぐさめることと、もう一つは、現実を直視する

こと。その上での最終的に３年後に卒業して、

介護福祉士の試験を受けて、介護福祉士として

入っていくわけですから、離職率は落ちていく

んではないかなと。

そういう点で、先ほどの参入促進というとこ

ろで、話は繰り返しになりますけれども、この

県立高校の160人の定員をいっぱいにしたいと。

それが長寿介護課の現在の考え方ですし、その

ために何をしているかというと、介護の実情、
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魅力発信ということで、先ほど説明をさせてい

だいた事業で、妻高校や小林秀峰高校とか、そ

ういう中の実情、あるいは学校で学んだことと

どう違うかとか、そういうのを実際にテレビで

放映したり、あるいは実際に仕事をしていらっ

しゃる介護福祉士の方、あるいはケアマネの方、

いろんな職種の方に出ていただいてＰＲをする

と。今後は、そういうものについてＤＶＤやＳ

ＮＳで発信していってＰＲをしていきたいなと。

仕事というのは、やっぱりきつい、いろんな

ことが基本だと思いますし、委員が今おっしゃ

られたように、見えない部分がいっぱいあるん

だろうなということもよくわかりますので、そ

の点について深堀りをしていきたいと思います。

また、実績としてうまくやっているところにつ

いてはそこを伸ばしていって、できるだけ、160

人、目いっぱい、そして、ここを卒業する子の

中で宮崎県に就職してくれる子をふやしていき

たい。それを教育委員会との連携でやっており

ます。

○坂口委員 今、聞いてちょっとびっくりした

んですけれども、やっぱり新卒者はいいですね。

そこが定着するよう、実習なり、現場をよく知っ

てもらうことをやっぱり積極的にやられている

のが功を成しているかなと思うから、ぜひ、そ

れは引き続いて頑張ってほしいと思います。

やっぱり中途からくる人たちでしょうね。離

職率が高い。特にこの学校で勉強している子た

ち、新卒者の子には、やっぱり石の上にも３年

というような、自分の適性を見るのにも３年、

４年かかるよということと、職場が見えてくる

のにもそれぐらいはかかってきますよというこ

とを、ぜひ教育委員会と連携を取りながら教え

ていっていただければと思います。これは要望

です。

○徳重委員 同じく養成機関のことでお尋ねし

てみたいと思います。この４ページの数字を見

ますと、高校は、県立高校で充足率50％が１校、

特に、私立高校では、都城高校にあっては充足

率15％という本当に低い状況にあります。全体

的にも低い状況でございますし、さらに、短期

大学、専修学校といったところも半分以上が50

％を切っているという状況を考えると、今後、

学校の存続、学科の存続ができなくなるんじゃ

ないかなと、経営的に非常に厳しくなってくる

というようなことを考えると、これは大変だな

と。どうしたら充足率を高めることができるの

かということについて、受けるほうの、介護現

場の状況と学校とのミスマッチもあるのかなと

いう気もするし、あるいは中学校の生徒に対し

て介護の仕事の重要性、介護職の重要性、これ

から介護がどういう方向に進んでいくんだと、

福祉がどういう方向に進んでいくんだというよ

うなこと等を、何か情報を流していく方法とか、

やはり前の段階にまでさかのぼって情報を流し

ていくようなことをやらない限り、これはもう

来ないものは仕方がないと、もうやめるしかな

いということになってしまうと、まだまだ2025

年に向けて人材不足が深刻だということは明白

なんで、ここら辺で何か方法を考えなければい

けないんじゃないかなと思ったところですが、

何かそれについてのお考えをちょっとお聞かせ

いただくとありがたいです。

○木原長寿介護課長 資料の６ページをお開き

いただけますでしょうか。

（１）の介護職への参入促進ということで、

どうしてもイメージが先に広がるんだろうなと

思っておりますので、私どもは介護の魅力を伝

えたいということで、私どもも逆に打って出て

いかなくてはいけないと。そういうことで、①
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のアでございますが「みやざき・ひなたの介護」

情報発信事業ということで、介護の魅力を伝え

る番組を作成する事業に取り組んでおります。

内容につきましては、５分程度のテレビ番組

を作成して、その中にいろんな職種を盛り込む

と。そして、小学生の高学年、それから、中高

生を対象にいたしておりますので、そういう子

供さんたち、あるいは親の方たちが見ていただ

くということで、時間帯は少しずれるかもしれ

ませんが、今はＳＮＳとか、そういうものもあ

りますし、先ほど言いましたようにＤＶＤをつ

くって小中学校のほうに配って、総合学習の時

間で使えませんかということで、まず、高校に

つきましては教育委員会とタイアップしていき

たいということで事業を進めております。

９月から始めまして、もう終わりに近づいて

最終回になるんですけれども、なかなかいいで

きばえだと思っております。

そういう魅力を伝えるものを、私どもはまず

はつくってやっております。

○小田福祉保健課長 徳重委員の御指摘にあり

ました、特に中学生への介護の魅力の伝え方と

いうようなことでございますけども、同じく資

料の６ページの、今、申し上げたところの下の

イの２つ目のポツでございますけれども、福祉

の職場魅力発見事業というのを実施しておりま

す。

平成28年度実績のところで申し上げますと、

下のほうに、進路指導教職員向け研修回数29回

とございますけれども、この29回のうち中学校

が25回、進路指導教職員向けの研修を実施いた

しまして、介護の職場の状況をお伝えすると。

介護だけじゃなくてほかの福祉の職場全体でご

ざいますけれども、そういった魅力をお伝えす

る研修を実施しております。

そのほか、福祉の仕事の出前講座ということ

で、中高生を対象に実施をしておりまして、28

年度実績でいきますと25回、これは小中一貫校、

中学校、高等学校を全部含めまして、受講生徒

数が1,671名ということで、出前講座のほうでも

福祉の職場の魅力を伝える機会を設けていると

ころでございます。

○徳重委員 それぞれやっていただいていると

思いますが、これを継続的にずっとやっていた

だかないと、ことしだけだと、まだ成果はそん

なに出ていないんじゃないかなという気がする

んです。

いつから始められたんですか、この研修事業

は。ここ１～２年なんですか。それとも、ずっ

と今までやっているんですか。

○木原長寿介護課長 長寿介護課のほうから御

説明しますと、①の「みやざき・ひなたの介護」

情報発信事業は今年度から始めております。

それから、その下に、イとして最初のポツで、

「介護のしごと」理解促進事業というのがござ

いますけれども、これは調べますので、ちょっ

とお待ちください。

○小田福祉保健課長 私のほうからは、説明い

たしました福祉の職場魅力発見事業につきまし

ては27年度からということですので、まだまだ

これから拡充といいますか、充実を図っていか

ないといけないと思っております。

○木原長寿介護課長 「介護のしごと」理解促

進事業でございますけれども、これにつきまし

ては、同じく平成27年度からでございます。

○徳重委員 まだ始まったばかりというような

状況でございますし、2025年を目指してこの特

別委員会もできたことですし、どうしても人材

不足ということになりますと何のための特別委

員会かと言われることもあり得ると、こう思っ
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ています。

ぜひ、ひとつ結果を出していただく、出すた

めにはどうしたらいいかということを考えてい

ただきたい。ただ研修会を開いたらいいという

ことではなくて、子供たちもそうですが、親、

ＰＴＡの会にも行って話をするとか、何か方法

を考えて、より介護職、福祉職を目指す人を育

成してほしいなと。このことを強く要望をして

おきたいと思います。

○満行委員長 もう予定の時刻を過ぎています

が。済みません。最後に。

○前屋敷委員 ６ページの委員会資料で、④の

中の潜在介護職員再就業促進事業を実施されて、

研修受講者数が延べ131名とあるんですけども、

ここの中で実人員というのがわかりますか。

○木原長寿介護課長 事業自体は、グレードを

第１段階、第２段階、第３段階ということで、

当然帰って来られるわけですから、まだ、年数

によってはある程度忘れられているとか、逆に

こういうことに興味があるとか、そういう方も

含めますと、第１段階は介護技術の基礎講習会

ということをやっていまして、こちらのほうが58

人です。

それから、第２段階になりますと、スライディ

ングボードというのをやっておりますが、これ

が32人です。そのうち、離職した方たちが７人、

あるいは介護福祉士の方で離職された方が５人

となっております。

それから、最後はリフトリーダー養成研修と

いうことで、リフトになるんですが、これは28

人の方が参加していらっしゃるということでご

ざいます。もちろん離職者がここに入っており

ますけれども。

ただ、委員のおっしゃられました実人員とい

うところは、申しわけございませんけれども、

もしかしたらかぶっていらっしゃる方もいるか

もしれません。そこは済みません。今の時点で

はわかりません。

○前屋敷委員 かぶっておられる方が、かなり

いらっしゃるんではないかなと思って、実際、

やっぱり現場で働いていただく方をふやしたい

ということなので、その辺のところはしっかり

位置づけていただいて、研修を進めていただき

たいと思います。

○満行委員長 済みません。よろしいでしょう

か。

では、以上で質疑応答は終わりたいと思いま

す。執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時45分休憩

午前11時47分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

協議事項（１）の提言についてであります。

県外調査が終了し、他県の状況等も調査でき

ましたので、これからは年度末の報告書作成に

向けて、県当局や国に対し、どのような提言や

働きかけができるかを整理していかなければな

りません。

これまでの委員会活動の経過につきましては、

お手元に配付しておりますＡ３版の資料１をご

らんください。

また、これまでの委員会での委員の皆様の主

な意見等をＡ４版の資料２にまとめております。

これを踏まえた上で報告書に盛り込む提言な

どにつきまして、御意見をいただきたいと思い

ます。

まずは、調査事項の１つ目であります2025年

問題に関することにつきまして、御意見をいた

だきたいと思います。
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これまでの委員会では、地域包括ケアシステ

ムの構築について、都城市で取り組んでいる介

護予防の取り組みを県内全市町村で取り組んで

いくのが介護予防の点では効果的ではないかと

か、中山間地あたりの在宅医療や在宅介護をど

うしていくのか、民間ベースになると採算性が

厳しい。きょう御意見もいただきました。地域

に応じて体制をつくり上げていくことが非常に

重要で、医療資源が不足しているところは地域

住民を巻き込んだ形で体制をつくっていく必要

があるといったこと。

また、地域医療構想については、来年度には

診療報酬の改定も予定されており、医療機関に

とっては経営にかかわる問題であるので、地域

医療構想調整会議において、将来の医療機関の

役割分担などの調整が遅れることがないよう、

しっかり取り組んでほしいということ。

また、高校生の県内就職率の向上については、

県内の県立高校６校に配置されている就職支援

エリアコーディネーターには、県内就職率が向

上するよう成果を出してもらいたいといった意

見が出されております。

これまでの委員会における御発言を踏まえ、

報告書に盛り込む提言などがありましたら御意

見をいただきたいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時49分休憩

午前11時50分再開

○満行委員長 再開します。

意見はございませんか。

○前屋敷委員 今日も話が出て、高校生や中学

生に介護の魅力を伝えて、仕事につく人材をど

うふやすかということがこれから必要とされる

ことだと言われるんですけれども、離職される

いろんな原因も明らかにして、そのあたりが払

拭されないと、どうしても継続してこの仕事を

やりがいをもってやっていくということができ

ないので、やはり処遇改善あたりのところがき

ちっと担保されるということは大きな課題だな

と思うんです。

その辺のところをしっかり、大きな問題とし

て位置づけて提言していくことは大事なことだ

なと思うところです。

○満行委員長 ありがとうございます。ほかに。

○右松委員 地域医療構想調整会議での推進は、

地域医療介護総合確保基金などの国庫補助もあ

りますので、そこはしっかりと活用していただ

きたいということを申し上げたいと思います。

○満行委員長 ありがとうございます。よろし

いでしょうか。

そういったことを柱にしたいと思います。

では、次に、調査事項の２つ目であります。

高齢者等対策に関することにつきまして御意見

をいただきたいと思います。

これまでの委員会では、権利擁護について、

県内の高齢者のニーズ、実態と市民後見人の選

任状況等について把握・分析し、市民後見人等

の養成の取り組みを進めてもらいたいであると

か、60代、70代の若手高齢者のうちから権利擁

護について学習する仕組みを出前講座の中に取

り入れることも必要ではないか。

また、孤立死・孤独死の防止について、各市

町村において、連絡会議の実施や体制整備をし

ていくことが重要であるから、県も支援を行っ

たりすることが必要ではないかといった意見が

出されております。

皆さんから、この項目について、盛り込むべ

き提言等がありましたらお聞かせいただきたい

と思います。
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○岩切委員 ③の高齢者の生きがいづくりとい

うことで、現実に65歳まで全ての事業所が働く

ことを認めておるし、それ以上に就労されてい

る事業所も見させていただきました。人間とし

て、どうしても一定年齢を超えると、体の衰え

とか、安全の確保とか、そういうものとのバラ

ンスも考慮しながら、生きがいとしての働く場

の提供というのが、これから労働者確保という

雇用する側にしても、働く側からにしても、大

事なポイントだろうなと思っています。そういっ

たところを十分にこれからの2025年以降も含め

て、社会のありようとして提言があるとありが

たいなと思います。

○満行委員長 ありがとうございます。そのほ

か、この項目でございませんか。

○右松委員 さっきおっしゃったとおり、介護

人材の確保で、地域住民の介護分野への参入を

促進していくというのがありましたが、それは

いい方向だと思っています。

○満行委員長 ありがとうございます。今の御

意見を参考にさせていただきたいと思っていま

す。

最後に、調査事項の３つ目であります。子供

や高齢者等に係る新たな地域共生社会に関する

ことにつきまして御意見をいただきたいと思い

ます。

これまでの委員会では、地域共生社会の構築

について、国において地域共生社会の構築に向

けた動きが出てきているが、宮崎は他県よりも

高齢化の進行が早く、また、母子世帯の割合が

高いなど経済的に厳しい世帯が多かったりする

ため、他県より先行して取り組んだほうがよい

のではないかということ。

また、子どもの貧困対策について、スクール

ソーシャルワーカーは、教育と福祉のパイプ役

を担っており、その負担は大きいので、負担軽

減も含めて、少しずつでも人数をふやしてほし

いといったこと。そういった御意見が出ている

ところであります。

今までの委員会における御発言を含め、報告

書に盛り込みたい提言等がありましたらお聞き

したいと思います。

○前屋敷委員 子どもの貧困は、ひとり親のこ

とも含めて、実際、子ども食堂あたりのところ

も調査をさせてもらったりして、今、県内でか

なり広がってきているんですよね。

ですから、そこに行政も地域もかかわってい

けるような、そういう取り組みというのが、財

政支援も含めて、それだけで解決するという問

題ではないんですけれども、そういうものが必

要じゃないかなと思います。

○満行委員長 ありがとうございます。

○岩切委員 地域共生社会、「我が事・丸ごと」

と表現するそうですが、今年度の冒頭に申し上

げた話だと思うんですけれども、地域共生社会

では１つのエリアサービスの拠点が、子供から

高齢者まで支援するというイメージだったと思

うんですが、福祉保健課長さんが全国の動きを

見守りたいというようなお話をされていたので、

まだまだ宮崎として取り組もうという空気感が

低いのかなと感じたところなんです。

どう準備していくかというものは別にして、

そういう意欲というものをしっかりもって準備

していただかないと、すぐ宮崎というのはこう

いうのに乗り遅れちゃうので、ぜひ先んじて取

り組むという姿勢を前面に出してやっていって

ほしいと思っています。

○満行委員長 ありがとうございます。よろし

いでしょうか。

今の御意見をいただいて、正副委員長が調整
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していきたいと思いますがよろしいでしょうか。

ちょっとここで休憩いたします。

午前11時58分休憩

午前11時59分再開

○満行委員長 それでは委員会を再開します。

次に、協議事項（２）の次回委員会について

です。

次回委員会は年明けの１月26日金曜日を予定

しております。

次回は、午前中に公益社団法人宮崎県シルバ

ー人材センター連合会、一般社団法人宮崎県介

護支援専門員協会の方々をお呼びし、高年齢者

の就業促進に関する取り組みや介護分野におけ

る2025年問題の対応等について意見交換を行っ

てはどうかと考えております。

また、午後からは、報告書骨子案について御

協議いただきたいと思います。広範囲に及びま

すので、十分に時間をいただいて御協議いただ

きたく存じます。

次回の委員会につきまして何か御意見等ござ

いましたらお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 特に御意見がないようですので、

先ほど申し上げましたとおり、次回委員会は午

前中に意見交換会を、午後から報告書骨子案に

ついて御協議をいただきたいと思います。

なお、詳細につきましては正副委員長に御一

任いただきたいと思いますがよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 では、最後になりますが、協議

事項（３）のその他でございますが、委員の皆

さんから何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 最後になりますが、次回の委員

会は年明けの１月26日金曜日、午前10時からを

予定していますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。

正午閉会


